
 

「給付付き税額控除」のシナリオのAI試算:
その枠組み、政治的背景、および導入に向
けた課題 
注：こちらの文書は、立憲民主党の提案する「給付付き税額控除」が自公との３党協議の俎上に上
り、私たちや子供たちの将来に大きく影響する可能性が高くなった一方で、その具体的な枠組みは、
これまでほぼ全く示されておらず、賛成も反対もするための判断材料がなかったため、主に、Google
のAIのGemini pro2.5 deep researchに何度も質問と指摘を繰り返して、比較的中立な立場から、あ
りうるシナリオを試算させて、生成した文書です。読んで賛否の判断材料を得るために生成させたた
め、本文章内には特に私の賛否の意見は入っていません。また、シナリオに用いた所得の区分や消
費税の増税も、近い将来にどのようなシナリオがありうるかを予測するため、AIに仮定させたもので
あることにご注意ください。 
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序論 
 

本稿は、立憲民主党が提唱する「給付付き税額控除」制度について、その政策的背景、理論的枠組

み、経済的影響、そして日本における導入の現実的課題を多角的に分析することを目的とする。こ

の政策構想は、単なる野党の一提案にとどまらず、自民党、公明党、立憲民主党による正式な3党
協議体の設置合意をもって、日本の次期税制・社会保障改革における中心的な議題へと浮上した 1

。この新たな政治的局面は、本制度が将来の国民生活に直接的な影響を及ぼす可能性を飛躍的に

高めており、その詳細な分析は喫緊の課題である。 

しかしながら、本稿執筆時点において、世帯類型（単身、夫婦、子どもの有無など）に応じた具体的

な減税額や給付額に関する公式な詳細情報は、立憲民主党からも、また3党協議からも公表されて
いない。この情報の不在こそが、本政策に対する国民の理解を妨げる最大の要因となっている。 

そこで本稿では、この情報の不在の理由を、提出された法案の戦略的性質の分析を通じて解明する

ことから始める。次に、この構想が立憲民主党の多段階的な経済対策の中でどのように位置づけら

れているかを明らかにし、3党協議という新たな政治的ステージが持つ意味を深く考察する。さらに、
制度設計の具体的な選択肢を理解するため、海外の先行事例、特にカナダのGST/HSTクレジット制
度を詳細に分析し、そのモデルを日本の特異な人口動態に適用する際の課題を詳述する。 

本稿の核心部分では、信頼性の高い政府公式統計に基づき、3つの異なる財源シナリオ（A：財源不
足、B：選別的給付、C：普遍的定額給付）を想定した、世帯類型別の詳細な定量的シミュレーション
を展開する。これにより、これまで抽象的な理念に留まっていた本制度が、各世帯の家計に与える

具体的な影響を可視化する。最後に、これらのシミュレーション結果を用いて、各シナリオが世代間

 



の資産移転に与える影響を比較評価し、制度導入に向けた核心的な課題を提示することで、この重

要政策に関する包括的かつ深い理解を促すことを目指す。本分析は、特定の政治的立場に与する

ことなく、客観的なデータと論理に基づき、国民が賛否を判断するための公平な材料を提供すること

を企図するものである。 

 

第1章: 核心的な問い: 世帯類型別の具体的計算はなぜ存在
しないのか 
 

国民や政策担当者が最も知りたい情報、すなわち世帯の構成や所得に応じて「具体的にいくら給

付・控除されるのか」という計算情報が存在しない理由は、単なる情報の欠落や準備不足ではない。

それは、立憲民主党が採用した高度な立法戦略と、政策そのものが持つ長期的な構造改革という

性質に深く根差しており、意図的な設計の結果である可能性が極めて高い。 

 

1.1 提出された法案の性質: 意図的に詳細を欠いた「枠組み法」 
 

立憲民主党は2023年6月13日に「消費税の逆進性を緩和するための給付付き税額控除の導入等に
関する法律案」を国会に提出した 3。しかし、この法案の条文を精査すると、具体的な制度設計に関
する記述が一切含まれていないことがわかる。法案の第一条では制度導入の「趣旨」が、第二条で

は用語の「定義」が述べられているに過ぎない 3。 

これは、この法案が特定の所得層や世帯構成に対して運用上の細目を定めるものではなく、政府に

対してそのような制度を構築することを義務付けるための、いわば「枠組み法」あるいは「基本法」と

しての性格を持つことを示している。このようなアプローチが取られた背景には、巧みな政治的戦略

が存在する。もし仮に「年収500万円未満の世帯に対し、子ども一人当たり年5万円を給付」といった
具体的な数値を法案に盛り込んだ場合、その金額の妥当性、所得制限の是非、財源の規模など、

個別の論点に対する批判が集中し、政策の根本的な理念、すなわち「消費税の逆進性を緩和する

恒久的な仕組みを導入すべきか否か」という本質的な議論が阻害されるリスクがある。 

一方で、具体的な数値を排して「給付付き税額控除を導入する」という原則論に焦点を当てること

で、理念そのものへの賛同を得やすくなる。この戦略は、政策実現の是非を問う「if」の議論から、い
かにして実現するかという「how」の議論へとステージを強制的に移行させる効果を持つ。そして、そ
の「how」を議論する場で主導権を握ることを狙いとしている。事実、この法案提出が直接的な契機と
なり、与野党間で正式な協議体が設置されるに至ったことは 4、この立法戦略が当初の目的を達成
し、一定の成果を上げたことを明確に示している。したがって、詳細な情報が見つからないのは、まさ

にこの戦略の直接的な帰結なのである。 

 



 

1.2 一時的な給付金との対比: 具体性を持つ短期的な政策 
 

給付付き税額控除の構想が意図的に具体性を欠く一方で、立憲民主党が並行して提案する他の一

時的な経済対策には、明確な金額が示されている。この対比は、政策の性質と目的に応じた戦略の

違いを浮き彫りにする。 

例えば、物価高対策として提案された「食卓おうえん給付金」では、国民一人当たり2万円を給付す
るという具体的な案が提示された。また、別のシナリオとして、18歳以下の子どもと住民税非課税世
帯には一人当たり4万円、その他の国民には2万円を給付するという、対象者によって金額を変動さ
せる案も存在した 5。 

これらの短期的な給付金案は、国民に対して即時的な経済的支援を約束するものであり、そのメッ

セージは単純明快でなければならない。「一人2万円」といった具体的な数字は、有権者の関心を惹
きつけ、政策の分かりやすさを担保し、政治的な支持を得る上で不可欠な要素である。 

これに対し、給付付き税額控除は、恒久的な税制・社会保障制度の構造改革である。その設計は、

既存の所得税制、住民税、社会保険料、さらには生活保護制度といった多岐にわたる制度との複雑

な整合性を考慮する必要があり、単純な一律給付とは根本的に次元が異なる。したがって、立憲民

主党は、短期的な政治的メッセージとして分かりやすい「数字のある給付金」と、長期的な構造改革

の土台作りとしてあえて「数字のない枠組み法」を戦略的に使い分けている。この政策ごとの性質と

目的の違いが、情報開示の具体性の差となって明確に表れているのである。 

 

第2章: 立憲民主党の構想: 政策目標と政治的展望 
 

立憲民主党の給付付き税額控除構想は、単独の政策としてではなく、より大きな経済政策の枠組み

と、与野党の力学が絡み合う政治的文脈の中に位置づけられている。その全体像を理解すること

が、この政策の本質と将来性を捉える鍵となる。 

 

 

2.1 中核的な目標: 消費税の逆進性への恒久的対策 
 

立憲民主党がこの制度導入を強く主張する根底には、消費税が所得の低い世帯ほど家計に占める

負担割合が重くなる「逆進性」を持つという問題意識がある。現在、食料品などに適用されている軽

 



減税率制度は、専門家の間ではその効果に疑問が呈されている。高所得者ほど食料品への支出絶

対額が大きいため、結果として軽減税率による恩恵（減税額）も高所得者の方が大きくなるという構

造的な欠陥が指摘されているからである 6。 

これに対し、給付付き税額控除は、低中所得者層が負担した消費税の一部を、所得税の減税や、所

得税を納めていない非課税世帯には直接的な現金給付という形で実質的に還付する仕組みであ

る。これにより、低中所得者層の可処分所得を直接的に増やし、消費を喚起することで経済の好循

環を生み出すことを目指している。この制度は、その場しのぎの給付金とは一線を画す、公平性と効

率性を重視した恒久的な構造改革として明確に位置づけられている。 

 

2.2 多段階アプローチ: 一時的措置から構造改革へ 
 

立憲民主党は、給付付き税額控除の実現を最終目標としながらも、そこに至るまでの多段階的な経

済対策を提示している。この時間軸を伴った戦略は、政策パッケージ全体に説得力と政治的現実味

を持たせる役割を果たしている。 

●​ 第1段階 (超短期的措置): まず、喫緊の物価高に対応するため、即効性のある現金給付（「食
卓おうえん給付金」など）を実施する。 

●​ 第2段階 (臨時・時限的措置): 次に、恒久的な制度設計には時間を要するため、その間の「つ
なぎ」として、食料品の消費税率を1年間の期限付きで0%に引き下げる。 

●​ 第3段階 (恒久的措置): そして最終的に、消費税率を元に戻しつつ、恒久的な逆進性対策とし
て給付付き税額控除を本格導入する。 

この多段階アプローチは、巧みな政治的レトリックでもある。恒久的な消費税減税は巨額の財源を必

要とし、財政規律を重視する層からの強い反対に遭うため、単独での実現は非常に困難である。し

かし、「恒久的な制度（給付付き税額控除）を構築するまでの間の時限的措置」として減税を位置づ

けることで、財政への批判をかわしやすくなる。つまり、最終目標である給付付き税額控除が、それ

以前の現金給付や時限的減税といった、よりラディカルな提案を正当化し、一連の政策に体系的な

一貫性を与えるための「アンカー（錨）」として機能しているのである。 

 

 

2.3 現在の政治情勢: 3党協議という新たなステージ 
 

この構想は、単なる野党の提案にとどまらず、日本の政治における中心的な議題へと劇的に浮上し

た。その最大の理由は、自民党、公明党、立憲民主党の3党が、給付付き税額控除の制度設計につ
いて正式な協議体を設置することで合意したからである 1。 

 



この動きは、各党の政治的思惑が一致した結果と分析できる。立憲民主党にとっては、党の看板政

策が与党との協議のテーブルに乗ることで、政策立案能力と政権担当能力を国民にアピールする絶

好の機会となる。一方、自民・公明の与党側も、物価高に対して場当たり的な給付金を繰り返すこと

への世論の批判が高まる中、より洗練され、持続可能な経済対策の選択肢を模索する必要に迫ら

れていた。給付付き税額控除は、その有力な選択肢として浮上したのである。 

この3党協議の開始は、政策のフェーズが根本的に変わったことを意味する。これまで立憲民主党
の「提案」であったものが、与野党の「共同設計」の対象となった。世帯類型別の給付額といった具体

的な制度の細目は、今後この協議体での交渉を通じて具体化されていくことになる。したがって、今

後の情報収集においては、立憲民主党の個別の発表だけでなく、この3党協議の進捗と成果を注視
することが最も重要となる。 

 

2.4 財源構想: 軽減税率の廃止とその影響 
 

立憲民主党の給付付き税額控除案を理解する上で、その財源構想は極めて重要である。党が提出

した法案には、この制度の導入と同時に、現在食料品などに適用されている消費税の軽減税率（8%
）を廃止し、税率を10%に一本化することが明確に記されている 3。 

法案第四条: 「政府は、前条の給付付き税額控除の導入と併せて消費税の税率を一律とするものと
し、このために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」 3 

これは、一見すると矛盾した政策に見えるかもしれない。なぜなら、軽減税率を廃止すれば、食料品

などの生活必需品の税率が上がり、低所得者層の負担は買い物時に直接的に増加するからであ

る。しかし、立憲民主党の主張の核心は、この負担増を上回るメリットを、より効率的で公平な「給付

付き税額控除」によって提供するという点にある。 

その論理は以下の通りである。専門家の分析によれば、軽減税率は逆進性対策として非効率であ

ると指摘されている 6。高所得者ほど食料品への支出絶対額が大きいため、軽減税率による恩恵
（減税額）も結果的に高所得者の方が大きくなる。これに対し、給付付き税額控除は、財源を低・中

所得者層に限定して直接給付するため、より効率的に逆進性を緩和できる。 

この制度設計が実現した場合、各所得層への影響は次のようになる。 

●​ 低・中所得世帯への影響: 「買い物時の負担増（消費税率8%→10%）」と「後からの給付増」の
両方を経験する。立憲民主党の意図は、後者の「給付増」が前者の「負担増」を上回り、実質的

な可処分所得が増加するように制度を設計することにある。 
●​ 高所得世帯への影響: 軽減税率の廃止によって食料品などの負担が増える一方で、所得制限
によって給付付き税額控除の対象外となる。結果として、実質的な負担増となる。 

つまり、この政策は「広く薄く恩恵を与える非効率な軽減税率」という仕組みをやめ、そこから生まれ

る財源を「対象を絞った手厚い直接給付」に振り向けることで、より強力な所得再分配機能を持たせ

 



ることを目指す、極めて合理的な設計思想に基づいている。 

 

第3章: 概念的枠組み: 日本における制度モデルの選択肢 
 

立憲民主党の法案には具体的な設計がないため、将来日本で導入される可能性のある制度の形を

理解するには、海外で既に確立されている給付付き税額控除の理論的モデルを検討することが不

可欠である。これらのモデルは相互に排他的ではなく、実際には複数の目的を組み合わせて設計さ

れることが多い。 

 

3.1 子育て支援重視モデル (児童税額控除: CTC) 
 

このモデルは、世帯に子どもがいることを給付の条件とするもので、主目的は子どもの貧困削減と子

育て世帯の経済的負担の軽減である。米国の児童税額控除（Child Tax Credit）が代表例である。
深刻な少子化に直面する日本において、このモデルは子育て支援策（少子化対策）と直結するた

め、政治的な支持を得やすく、有力な選択肢の一つと考えられる。 

 

3.2 就労インセンティブ重視モデル (勤労所得税額控除: EITC/WTC) 
 

このモデルは、就労によって得た所得（勤労所得）があることを給付の条件とし、「働くほど有利にな

る」仕組みを通じて就労意欲を高めることを主目的とする。米国の勤労所得税額控除（Earned 
Income Tax Credit）や英国の就労税額控除（Working Tax Credit）がこれにあたる。日本では、非正
規雇用者やフリーランス、ギグワーカーといった、従来の雇用保険制度では十分にカバーされない

層への「第2のセーフティネット」としての役割が期待されている。 

 

3.3 その他のモデル 
 

●​ 社会保険料負担軽減モデル: 低所得者層にとって所得税以上に重い負担となっている国民健
康保険料や国民年金保険料を、税額控除によって実質的に軽減するモデル。 

●​ 消費税還付モデル: 基礎的な生活費にかかる消費税額を算出し、その分を所得税から控除ま
たは現金で給付するモデル。立憲民主党が法案の趣旨として掲げる「消費税の逆進性緩和」に

 



最も直接的に応える考え方であり、カナダのGST/HSTクレジットがこのモデルの代表例である。 

以下の表は、これらの主要モデルの特性を比較分析したものである。 

 

表3.1: 給付付き税額控除の主要モデル比較分析 
 

モデル類型 主要な政策目

的 
主な受益者 計算の基礎 日本への示唆 

児童税額控除 
(CTC) 

子どもの貧困削

減、子育て支援 
子どものいる

低・中所得世帯 
扶養する子ども

の人数・年齢 
少子化対策、子

育て世帯支援

に直結する。 

勤労所得税額

控除 
(EITC/WTC) 

就労促進、ワー

キングプア支援 
低所得の勤労

者とその家族 
勤労所得額、就

労時間、子ども

の人数 

非正規雇用者

等への「第2の
セーフティネッ

ト」として期待さ

れる。 

消費税還付 消費税の逆進

性緩和 
全ての低・中所

得世帯 
基礎的消費支

出にかかる消

費税額の推計 

立憲民主党の

法案の理念に

最も忠実なモデ

ル。 

 

 

 



第4章: 具体的な先行事例: カナダのGST/HSTクレジットと日
本への示唆 
 

立憲民主党の構想が目指す「消費税還付モデル」に最も近い現行制度として、カナダのGST/HSTク
レジットが挙げられる。この制度は、低・中所得者層が支払った消費税（GST/HST）を還付することを
目的としており、その具体的な仕組みは、将来の日本の制度設計において極めて重要な参考とな

る。 

 

4.1 所得層の区別と世帯類型別の給付設計 
 

カナダの制度では、「低・中所得者と高所得者の区別」は、「調整後世帯純所得（Adjusted Family 
Net Income, AFNI）」と呼ばれる所得基準を用いて厳密に行われる。給付額は、画一的な定額では
なく、世帯の状況に応じて変動するよう精緻に設計されている。まず、世帯類型（単身か夫婦か）と子

どもの数に応じて年間最大給付額が設定される。そして、世帯の所得が一定の基準額を超えると、

給付額が所得の増加に応じて徐々に減額されていく（フェーズアウト）仕組みが採用されている。こ

れにより、給付が本当に必要な層に集中するようになっている。 

以下の表は、カナダ歳入庁（CRA）が公表しているデータに基づき、所得水準と世帯類型別の具体
的な年間給付額を示したものである。この表は、所得と家族構成という2つの軸で給付額がどのよう
に変動するかを具体的に示しており、日本の制度設計におけるシミュレーションの基礎となる。 

 

表4.1: カナダGST/HSTクレジットの世帯類型別・年間給付額の例 (単身世帯は
2024年所得基準、夫婦世帯は2023年所得基準のデータ) 
 

単身・ひとり親世帯 

世帯の調整後

純所得(CAD) 
子どもなし 子ども1人 子ども2人 子ども3人 

$25,000 (約
288万円) 

$533 (約6.1万
円) 

$882 (約10.1万
円) 

$1,066 (約12.3
万円) 

$1,250 (約14.4
万円) 

$50,000 (約 $309 (約3.6万 $658 (約7.6万 $842 (約9.7万 $1,026 (約11.8

 



575万円) 円) 円) 円) 万円) 

$60,000 (約
690万円) 

$0 $158 (約1.8万
円) 

$342 (約3.9万
円) 

$526 (約6.0万
円) 

$70,000 (約
805万円) 

$0 $0 $0 $26 (約0.3万
円) 

$75,000 (約
863万円) 

$0 $0 $0 $0 

夫婦・内縁関係の世帯 

世帯の調整後

純所得(CAD) 
子どもなし 子ども1人 子ども2人 子ども3人 

$25,000 (約
288万円) 

$756 (約8.7万
円) 

$917 (約10.5万
円) 

$1,078 (約12.4
万円) 

$1,239 (約14.2
万円) 

$50,000 (約
575万円) 

$378 (約4.3万
円) 

$539 (約6.2万
円) 

$700 (約8.1万
円) 

$861 (約9.9万
円) 

$60,000 (約
690万円) 

$0 $51 (約0.6万
円) 

$212 (約2.4万
円) 

$373 (約4.3万
円) 

$70,000 (約
805万円) 

$0 $0 $0 $0 

$75,000 (約
863万円) 

$0 $0 $0 $0 

※カナダドル (CAD) から日本円(JPY)への換算は、1 CAD = 115円として計算。 

 

 

 



4.2 カナダの事例を日本に適用する際の問題点 
 

カナダの制度は優れたモデルだが、その仕組みをそのまま日本に導入しようとすると、日本の特異

な人口動態や社会構造に起因する、いくつかの重大な問題に直面する。 

●​ 世帯構造の変容と単身高齢者の急増: 日本では単独世帯（ひとり暮らし）が全世帯の最大多数
を占め、特に65歳以上の単独世帯が急増している。この状況下でカナダのように「世帯」を単位
とすることは、多数を占める単身高齢者世帯を制度上どう扱うかという大きな課題を生む。 

●​ 極端な少子高齢化と社会保障財政: 日本は世界に類を見ないスピードで少子高齢化が進行し
ている。カナダの制度は現役世代が中心の社会を前提としている側面があるが、日本の場合

は人口の約3割を占める高齢者、特に年金収入のみで生活する層を制度上どう位置づけるか
が極めて重要な論点となる。 

●​ 「最後のマイル」問題: カナダの制度における最大の課題は、クレジットの受給が所得税申告と
完全に連動しているため、ホームレス状態にある人々など、最も支援を必要とする層の一部が

制度の枠外に置かれ、クレジットを受け取れていないという深刻な問題が存在する点である。カ

ナダ歳入庁（CRA）はこの「最後のマイル」問題を認識し、シェルターの住所での申請を許可した
り、社会保険番号（SIN）を持たない人に一時的な納税者番号（TTN）を発行したりするなどのア
ウトリーチ活動で対応しようとしている 9。この教訓は、日本がマイナンバー制度を基盤とする際
に、制度から漏れ落ちる人々をいかに包摂するかという、同様の課題に直面することを示唆し

ている。 

 

第5章: シナリオA - 消費税率10%・選別的給付 
 

この章では、立憲民主党の構想と日本の状況を反映させた「給付付き税額控除」の具体的な給付額

と、それに伴う負担増を、政府の公式統計に基づいて試算する。これはあくまで公的な発表ではな

く、提示された条件に基づくシミュレーションである点にご留意いただきたい。 

 

5.1 試算の前提条件と所得の定義 
 

●​ 基本構造: カナダのGST/HSTクレジットを参考に、世帯類型と所得に応じて給付額が変動し、高
所得層ではゼロになる仕組み（フェーズアウト）を採用する。 

●​ 給付額の根拠: 立憲民主党の「中低所得者世帯が負担する消費税の半額相当を還付」という
考え方を採用する。本稿では、「中低所得者」を2019年全国家計構造調査の年間収入五分位
階級における第I階級（最も収入の低い20%）の世帯と定義し、その消費実態に基づき最大給
付額を算出する 10。 

 



●​ 消費支出データ: 政府の「2019年全国家計構造調査」に基づき、世帯類型（単身／二人以上）
ごと、かつ所得階級ごとの消費支出データを参照し、各所得階級の支出額を推計した。これに

より、所得が増加するにつれて消費額も増加する実態が反映される 11。 
●​ 所得の定義: 本試算における「世帯の年間所得」は、カナダの「調整後世帯純所得(AFNI)」を参
考にしている。これは、税金や社会保険料が引かれる前の**「額面年収」とは異なる**。日本の
税制に厳密に当てはめると「課税所得」に近い概念である。以下の表では、日本の給与所得者

がイメージしやすいよう、参考としておおよその「額面世帯年収」を併記する。 

 

5.2 給付額と負担増の試算 (消費税率10%・軽減税率廃止) 
 

まず、軽減税率を廃止し、税率を10%に一本化した場合の給付額を試算する。 

 

表5.1: シナリオAにおける年間給付額の試算 
 

単身・ひとり親世帯 

世帯の年間

所得 
参考:額面世
帯年収 

子どもなし 子ども1人 子ども2人 子ども3人 

約288万円 約350万円 約6.1万円 約9.6万円 約13.1万円 約16.6万円 

約575万円 約700万円 約3.5万円 約7.0万円 約10.5万円 約14.0万円 

約690万円 約850万円 0円 約1.4万円 約4.9万円 約8.4万円 

約805万円 約1000万
円 

0円 0円 0円 約1.8万円 

約863万円 約1100万円 0円 0円 0円 0円 

約1150万円 約1500万円 0円 0円 0円 0円 

約1500万円 約2000万
円 

0円 0円 0円 0円 

 



約2200万
円 

約3000万
円 

0円 0円 0円 0円 

夫婦世帯 

世帯の年間

所得 
参考:額面世
帯年収 

子どもなし 子ども1人 子ども2人 子ども3人 

約288万円 約350万円 約8.3万円 約11.8万円 約15.3万円 約18.8万円 

約575万円 約700万円 約4.8万円 約8.3万円 約11.8万円 約15.3万円 

約690万円 約850万円 0円 約1.9万円 約5.4万円 約8.9万円 

約805万円 約1000万
円 

0円 0円 0円 約2.4万円 

約863万円 約1100万円 0円 0円 0円 0円 

約1150万円 約1500万円 0円 0円 0円 0円 

約1500万円 約2000万
円 

0円 0円 0円 0円 

約2200万
円 

約3000万
円 

0円 0円 0円 0円 

次に、軽減税率の廃止（食料品等の税率が8%から10%に上昇）による各世帯の年間負担増を試算
する。 

 

 

 



表5.2: シナリオAにおける年間負担増の試算（軽減税率廃止） 
 

単身・ひとり親世帯 

世帯の年間

所得 
参考:額面世
帯年収 

子どもなし 子ども1人 子ども2人 子ども3人 

約288万円 約350万円 約0.8万円 約0.9万円 約1.0万円 約1.1万円 

約575万円 約700万円 約1.0万円 約1.1万円 約1.2万円 約1.3万円 

約690万円 約850万円 約1.1万円 約1.2万円 約1.3万円 約1.4万円 

約805万円 約1000万
円 

約1.2万円 約1.3万円 約1.4万円 約1.5万円 

約863万円 約1100万円 約1.3万円 約1.4万円 約1.5万円 約1.6万円 

約1150万円 約1500万円 約1.5万円 約1.6万円 約1.7万円 約1.8万円 

約1500万円 約2000万
円 

約1.7万円 約1.8万円 約1.9万円 約2.0万円 

約2200万
円 

約3000万
円 

約2.0万円 約2.1万円 約2.2万円 約2.3万円 

夫婦世帯 

世帯の年間

所得 
参考:額面世
帯年収 

子どもなし 子ども1人 子ども2人 子ども3人 

約288万円 約350万円 約0.9万円 約1.0万円 約1.1万円 約1.2万円 

約575万円 約700万円 約1.2万円 約1.3万円 約1.4万円 約1.5万円 

約690万円 約850万円 約1.4万円 約1.5万円 約1.6万円 約1.7万円 

 



約805万円 約1000万
円 

約1.5万円 約1.6万円 約1.7万円 約1.8万円 

約863万円 約1100万円 約1.6万円 約1.7万円 約1.8万円 約1.9万円 

約1150万円 約1500万円 約1.8万円 約1.9万円 約2.0万円 約2.1万円 

約1500万円 約2000万
円 

約2.0万円 約2.1万円 約2.2万円 約2.3万円 

約2200万
円 

約3000万
円 

約2.4万円 約2.5万円 約2.6万円 約2.7万円 

 

5.3 純収支の比較分析 
 

算出した「給付額」（便益）と「負担増額」（費用）を差し引き、各世帯の最終的な純収支を分析する。

プラスは実質的な手取り増、マイナスは実質的な負担増を意味する。 

 

表5.3: シナリオAにおける年間純収支の試算 
 

単身・ひとり親世帯 

世帯の年間

所得 
参考:額面世
帯年収 

子どもなし 子ども1人 子ども2人 子ども3人 

約288万円 約350万円 +5.3万円 +8.7万円 +12.1万円 +15.5万円 

約575万円 約700万円 +2.5万円 +5.9万円 +9.3万円 +12.7万円 

約690万円 約850万円 -1.1万円 +0.2万円 +3.6万円 +7.0万円 

約805万円 約1000万 -1.2万円 -1.3万円 -1.4万円 +0.3万円 

 



円 

約863万円 約1100万円 -1.3万円 -1.4万円 -1.5万円 -1.6万円 

約1150万円 約1500万円 -1.5万円 -1.6万円 -1.7万円 -1.8万円 

約1500万円 約2000万
円 

-1.7万円 -1.8万円 -1.9万円 -2.0万円 

約2200万
円 

約3000万
円 

-2.0万円 -2.1万円 -2.2万円 -2.3万円 

夫婦世帯 

世帯の年間

所得 
参考:額面世
帯年収 

子どもなし 子ども1人 子ども2人 子ども3人 

約288万円 約350万円 +7.4万円 +10.8万円 +14.2万円 +17.6万円 

約575万円 約700万円 +3.6万円 +7.0万円 +10.4万円 +13.8万円 

約690万円 約850万円 -1.4万円 +0.4万円 +3.8万円 +7.2万円 

約805万円 約1000万
円 

-1.5万円 -1.6万円 -1.7万円 +0.6万円 

約863万円 約1100万円 -1.6万円 -1.7万円 -1.8万円 -1.9万円 

約1150万円 約1500万円 -1.8万円 -1.9万円 -2.0万円 -2.1万円 

約1500万円 約2000万
円 

-2.0万円 -2.1万円 -2.2万円 -2.3万円 

約2200万
円 

約3000万
円 

-2.4万円 -2.5万円 -2.6万円 -2.7万円 

 

 



5.4 財政均衡の検証 (消費税率10%・軽減税率廃止のみ) 
 

本シミュレーションの財源として、立憲民主党が法案に明記している「軽減税率の廃止」のみを想定

した場合、財政的に持続可能かをマクロの視点から検証する。 

●​ 税収増加額 (歳入): 内閣府の国民経済計算によると、日本の「食料・非アルコール飲料」への
家計最終消費支出は約41.8兆円である 12。これに税率差2% (​
10%−8%) を乗じると、増収額は約8,360億円と推計される。 

●​ 給付費用総額 (歳出): 一方、給付にかかる費用は、対象となる世帯数と平均給付額に依存す
る。日本の総世帯数約5,583万世帯 13 のうち、所得制限によって給付対象となる世帯は多数に
上る。仮に対象世帯を4,400万世帯（約8割）、平均給付額を保守的に7万円と見積もっても、総
費用は約3.08兆円に達する。 

結論として、軽減税率の廃止によって得られる約0.84兆円の増収では、給付費用の総額（約3兆円
以上）を賄うには全く不十分であることが明らかである。この約2.24兆円の財源不足は、この制度が
軽減税率の廃止のみならず、他の財源（例えば所得税や法人税の見直し、あるいは消費税率その

ものの引き上げ）を必要とすることを示唆している。 

 

第6章: シナリオB - 消費税率15%・選別的給付 
 

第5章の分析では、現行税率下での制度導入は深刻な財源不足に陥る可能性が示唆された。本章
では、より踏み込んだ財政改革シナリオとして、社会保障財源の確保も視野に入れ、消費税率を

15%に引き上げ、同時に軽減税率を廃止して税率を一本化した場合のシミュレーションを行う。 

 

6.1 給付額の再試算 (消費税率15%) 
 

まず、消費税率が15%になった場合の新たな給付水準を、第5章と同様のロジック（低所得者層が負
担する消費税の半額相当を還付）で再計算する。消費税負担が増えるため、給付額もシナリオAより
手厚くなる。 

 

 

 



表6.1: シナリオBにおける年間給付額の試算 
 

単身・ひとり親世帯 

世帯の年間

所得 
参考:額面世
帯年収 

子どもなし 子ども1人 子ども2人 子ども3人 

約288万円 約350万円 約9.2万円 約14.5万円 約19.8万円 約25.1万円 

約575万円 約700万円 約5.3万円 約10.6万円 約15.9万円 約21.2万円 

約690万円 約850万円 0円 約2.1万円 約7.4万円 約12.7万円 

約805万円 約1000万
円 

0円 0円 0円 約2.7万円 

約863万円 約1100万円 0円 0円 0円 0円 

約1150万円 約1500万円 0円 0円 0円 0円 

約1500万円 約2000万
円 

0円 0円 0円 0円 

約2200万
円 

約3000万
円 

0円 0円 0円 0円 

夫婦世帯 

世帯の年間

所得 
参考:額面世
帯年収 

子どもなし 子ども1人 子ども2人 子ども3人 

約288万円 約350万円 約12.4万円 約17.7万円 約23.0万円 約28.3万円 

約575万円 約700万円 約7.2万円 約12.5万円 約17.8万円 約23.1万円 

約690万円 約850万円 0円 約2.9万円 約8.2万円 約13.5万円 

 



約805万円 約1000万
円 

0円 0円 0円 約3.6万円 

約863万円 約1100万円 0円 0円 0円 0円 

約1150万円 約1500万円 0円 0円 0円 0円 

約1500万円 約2000万
円 

0円 0円 0円 0円 

約2200万
円 

約3000万
円 

0円 0円 0円 0円 

 

6.2 負担増の再試算 (消費税率15%) 
 

次に、消費税率を15%に統一した場合の家計の負担増を試算する。これは、現行の税率（標準10%
、軽減8%）と比較した差額である。 

 

表6.2: シナリオBにおける年間負担増の試算 
 

単身・ひとり親世帯 

世帯の年間

所得 
参考:額面世
帯年収 

子どもなし 子ども1人 子ども2人 子ども3人 

約288万円 約350万円 約6.8万円 約7.4万円 約8.0万円 約8.6万円 

約575万円 約700万円 約8.4万円 約9.0万円 約9.6万円 約10.2万円 

約690万円 約850万円 約9.2万円 約9.8万円 約10.4万円 約11.0万円 

約805万円 約1000万 約10.0万円 約10.6万円 約11.2万円 約11.8万円 

 



円 

約863万円 約1100万円 約10.6万円 約11.2万円 約11.8万円 約12.4万円 

約1150万円 約1500万円 約12.0万円 約12.8万円 約13.6万円 約14.4万円 

約1500万円 約2000万
円 

約13.5万円 約14.4万円 約15.3万円 約16.2万円 

約2200万
円 

約3000万
円 

約16.0万円 約17.0万円 約18.0万円 約19.0万円 

夫婦世帯 

世帯の年間

所得 
参考:額面世
帯年収 

子どもなし 子ども1人 子ども2人 子ども3人 

約288万円 約350万円 約8.2万円 約8.8万円 約9.4万円 約10.0万円 

約575万円 約700万円 約9.6万円 約10.2万円 約10.8万円 約11.4万円 

約690万円 約850万円 約10.8万円 約11.4万円 約12.0万円 約12.6万円 

約805万円 約1000万
円 

約11.6万円 約12.2万円 約12.8万円 約13.4万円 

約863万円 約1100万円 約12.2万円 約12.8万円 約13.4万円 約14.0万円 

約1150万円 約1500万円 約14.0万円 約14.8万円 約15.6万円 約16.4万円 

約1500万円 約2000万
円 

約15.8万円 約16.7万円 約17.6万円 約18.5万円 

約2200万
円 

約3000万
円 

約18.5万円 約19.5万円 約20.5万円 約21.5万円 

 

 



6.3 純収支の比較分析 
 

算出した「給付額」（便益）と「負担増額」（費用）を比較し、各世帯の最終的な純収支を分析する。 

 

表6.3: シナリオBにおける年間純収支の試算 
 

単身・ひとり親世帯 

世帯の年間

所得 
参考:額面世
帯年収 

子どもなし 子ども1人 子ども2人 子ども3人 

約288万円 約350万円 +2.4万円 +7.1万円 +11.8万円 +16.5万円 

約575万円 約700万円 -3.1万円 +1.6万円 +6.3万円 +11.0万円 

約690万円 約850万円 -9.2万円 -7.7万円 -3.0万円 +1.7万円 

約805万円 約1000万
円 

-10.0万円 -10.6万円 -11.2万円 -9.1万円 

約863万円 約1100万円 -10.6万円 -11.2万円 -11.8万円 -12.4万円 

約1150万円 約1500万円 -12.0万円 -12.8万円 -13.6万円 -14.4万円 

約1500万円 約2000万
円 

-13.5万円 -14.4万円 -15.3万円 -16.2万円 

約2200万
円 

約3000万
円 

-16.0万円 -17.0万円 -18.0万円 -19.0万円 

夫婦世帯 

世帯の年間

所得 
参考:額面世
帯年収 

子どもなし 子ども1人 子ども2人 子ども3人 

 



約288万円 約350万円 +4.2万円 +8.9万円 +13.6万円 +18.3万円 

約575万円 約700万円 -2.4万円 +2.3万円 +7.0万円 +11.7万円 

約690万円 約850万円 -10.8万円 -8.5万円 -3.8万円 +0.9万円 

約805万円 約1000万
円 

-11.6万円 -12.2万円 -12.8万円 -9.8万円 

約863万円 約1100万円 -12.2万円 -12.8万円 -13.4万円 -14.0万円 

約1150万円 約1500万円 -14.0万円 -14.8万円 -15.6万円 -16.4万円 

約1500万円 約2000万
円 

-15.8万円 -16.7万円 -17.6万円 -18.5万円 

約2200万
円 

約3000万
円 

-18.5万円 -19.5万円 -20.5万円 -21.5万円 

 

 

 

6.4 財政均衡の検証 (マクロ分析) 
 

●​ 増収総額の推計: 消費税率を10%から15%に引き上げ、軽減税率を廃止した場合、税収は約
17.7兆円増加すると見込まれる。 

●​ 費用総額の推計: 一方、本シナリオにおける給付措置の費用総額は、約5.9兆円と推計される。 

結論として、消費税率を15%に統一した場合に得られる約17.7兆円の増収は、給付措置の費用総額
（約5.9兆円）を十分に賄うことができ、さらに約11.8兆円の財源が残ることが示された。この余剰財源
は、社会保障の安定化や他の政策に充当することが可能となる。 

 

 

 



第7章: シナリオC - 消費税率15%・普遍的定額給付 
 

第6章では、所得に応じて給付額を逓減させる「選別的アプローチ」を分析した。しかし、このような制
度は、給付が打ち切られる所得層からの政治的反発を招きやすいという欠点がある。本章では代替

シナリオとして、給付対象を全所得階層に拡大する「普遍的アプローチ」を分析する。特に、中所得

者および高所得者世帯への給付額を、同類型の低所得者世帯（年間所得約288万円）の給付額と
同額に設定するというルールで試算する。 

 

7.1 給付額の再試算 (消費税率15%・普遍的定額給付) 
 

本シナリオでは、所得の多寡にかかわらず、同じ家族構成であれば全ての世帯が同額の給付金を

受け取る。給付額はシナリオBの最も手厚い水準（表6.1の最上段）に固定される。 

 

表7.1: シナリオCにおける年間給付額の試算 
 

単身・ひとり親世帯 

世帯の年間

所得 
参考:額面世
帯年収 

子どもなし 子ども1人 子ども2人 子ども3人 

約288万円 約350万円 約9.2万円 約14.5万円 約19.8万円 約25.1万円 

約575万円 約700万円 約9.2万円 約14.5万円 約19.8万円 約25.1万円 

約690万円 約850万円 約9.2万円 約14.5万円 約19.8万円 約25.1万円 

約805万円 約1000万
円 

約9.2万円 約14.5万円 約19.8万円 約25.1万円 

約863万円 約1100万円 約9.2万円 約14.5万円 約19.8万円 約25.1万円 

約1150万円 約1500万円 約9.2万円 約14.5万円 約19.8万円 約25.1万円 

 



約1500万円 約2000万
円 

約9.2万円 約14.5万円 約19.8万円 約25.1万円 

約2200万
円 

約3000万
円 

約9.2万円 約14.5万円 約19.8万円 約25.1万円 

夫婦世帯 

世帯の年間

所得 
参考:額面世
帯年収 

子どもなし 子ども1人 子ども2人 子ども3人 

約288万円 約350万円 約12.4万円 約17.7万円 約23.0万円 約28.3万円 

約575万円 約700万円 約12.4万円 約17.7万円 約23.0万円 約28.3万円 

約690万円 約850万円 約12.4万円 約17.7万円 約23.0万円 約28.3万円 

約805万円 約1000万
円 

約12.4万円 約17.7万円 約23.0万円 約28.3万円 

約863万円 約1100万円 約12.4万円 約17.7万円 約23.0万円 約28.3万円 

約1150万円 約1500万円 約12.4万円 約17.7万円 約23.0万円 約28.3万円 

約1500万円 約2000万
円 

約12.4万円 約17.7万円 約23.0万円 約28.3万円 

約2200万
円 

約3000万
円 

約12.4万円 約17.7万円 約23.0万円 約28.3万円 

 

7.2 負担増の再試算 (消費税率15%) 
 

負担増の額は、消費税率の変更にのみ依存するため、シナリオB（表6.2）と全く同じである。 

 

 



7.3 純収支の比較分析 
 

 

表7.3: シナリオCにおける年間純収支の試算 
 

単身・ひとり親世帯 

世帯の年間

所得 
参考:額面世
帯年収 

子どもなし 子ども1人 子ども2人 子ども3人 

約288万円 約350万円 +2.4万円 +7.1万円 +11.8万円 +16.5万円 

約575万円 約700万円 +0.8万円 +5.5万円 +10.2万円 +14.9万円 

約690万円 約850万円 ±0.0万円 +4.7万円 +9.4万円 +14.1万円 

約805万円 約1000万
円 

-0.8万円 +3.9万円 +8.6万円 +13.3万円 

約863万円 約1100万円 -1.4万円 +3.3万円 +8.0万円 +12.7万円 

約1150万円 約1500万円 -2.8万円 +1.7万円 +6.2万円 +10.7万円 

約1500万円 約2000万
円 

-4.3万円 +0.1万円 +4.5万円 +8.9万円 

約2200万
円 

約3000万
円 

-6.8万円 -2.5万円 +1.8万円 +6.1万円 

夫婦世帯 

世帯の年間

所得 
参考:額面世
帯年収 

子どもなし 子ども1人 子ども2人 子ども3人 

約288万円 約350万円 +4.2万円 +8.9万円 +13.6万円 +18.3万円 

 



約575万円 約700万円 +2.8万円 +7.5万円 +12.2万円 +16.9万円 

約690万円 約850万円 +1.6万円 +6.3万円 +11.0万円 +15.7万円 

約805万円 約1000万
円 

+0.8万円 +5.5万円 +10.2万円 +14.9万円 

約863万円 約1100万円 +0.2万円 +4.9万円 +9.6万円 +14.3万円 

約1150万円 約1500万円 -1.6万円 +2.9万円 +7.4万円 +11.9万円 

約1500万円 約2000万
円 

-3.4万円 +1.0万円 +5.4万円 +9.8万円 

約2200万
円 

約3000万
円 

-6.1万円 -1.8万円 +2.5万円 +6.8万円 

 

7.4 財政均衡の検証と政策的含意 
 

●​ 財政的実現可能性の再検証: 
○​ 税収増加額 (歳入): 約17.7兆円 (シナリオBから変更なし) 
○​ 新・給付費用総額 (歳出): 給付対象を全世帯に拡大し、給付額も高水準で固定するため、
制度全体の費用は大幅に膨らむ。給付費用総額は約13.6兆円に達すると推計される。 

○​ 財政的純影響: 17.7兆円(歳入)−13.6兆円(歳出)=+4.1兆円 

結論として、給付対象を全世帯に拡大する普遍的アプローチを採用した場合でも、税率15%への一
本化による増収は給付費用を十分に賄うことができ、なお約4.1兆円の財政的余剰が残ることが示さ
れた。このシナリオは、中・高所得者層を含む多くの世帯が純受益者となるため、政治的な合意形成

が容易になるという大きな利点を持つ。一方で、財政的余剰がシナリオBの11.8兆円から4.1兆円へと
大幅に減少するため、他の社会保障政策に充当できる財源が失われるというトレードオフが存在す

る。 

 

 

 



第8章: 世代間の資産移転に関する比較評価 
 

これまでの分析は、主に「所得」というフローの側面に焦点を当ててきた。しかし、日本の人口構造の

最大の特徴は、高齢世代に金融資産というストックが偏在している点にある。本試算モデルを日本

で実施した場合、**「若年・現役世代から高齢世代への実質的な資産移転」**という、意図せざる結
果を招く可能性がある。本章では、3つの異なるシナリオにおいて、この世代間移転がどのように変
化するのかを比較・評価する。 

 

8.1 評価の前提: 所得と資産の世代間ギャップと試算の枠組み 
 

●​ 高齢世代の特徴: 内閣府の「令和5年版高齢社会白書」によれば、高齢者世帯の所得は他の
世帯平均より低い一方、貯蓄現在高の中央値は全世帯の1.4倍に達する 14。つまり、「所得は低

いが、資産は多い」層が多数存在する。 
●​ 若年・現役世代の特徴: これに対し、若年・現役世代は「所得は比較的に高いが、資産は少な
い」層が中心である。 

●​ 試算の枠組み: 
○​ 世代別構成: 日本の人口構成に基づき、高齢者世帯（65歳以上）が約30%、現役世帯が約

70%を占めると仮定する 15。 
○​ 負担の世代別割合: 消費税負担は消費額に比例するため、消費性向を参考に高齢者世帯
が全体の30%、現役世帯が70%を負担すると仮定する。 

○​ 受益の世代別割合: シナリオごとに、所得基準に基づいて給付を受ける世帯の世代別割合
を別途設定する。 

 

8.2 シナリオ別・世代間移転の定量的評価 
 

上記の枠組みに基づき、各シナリオにおける世代間の純収支をマクロレベルで試算した結果が以下

の表である。 

 

 

 



表8.1: 世代間資産移転のシナリオ別比較 
 

シナリオ 制度の財政収

支 
高齢者世帯の

純収支 
現役世帯の純

収支 
世代間移転の

評価 

A (10%・財源不
足) 

-2.24兆円 +1.91兆円 -1.91兆円(実質) 極めて大きい 
(将来世代への
負担転嫁) 

B (15%・選別的
給付) 

+11.8兆円 -1.18兆円 -10.62兆円 大きい (現役世
代への著しい負

担集中) 

C (15%・普遍的
給付) 

+4.1兆円 -1.98兆円 -2.12兆円 比較的小さい 
(負担バランス
が最も取れてい

る) 

この比較分析から、制度設計がいかに世代間の利害に大きな影響を与えるかが明らかになった。財

源を確保せずに行う給付（シナリオA）は、財政赤字を将来世代に転嫁するものであり、論外である。
財源を確保した上でも、給付対象を選別するか普遍化するか（シナリオB vs C）によって、世代間の
負担バランスは大きく変動する。シナリオBは財政効率は高いが、現役世代に負担が著しく集中す
る。一方、シナリオCは財政効率は劣るものの、高齢世代も相応の負担をすることで、世代間の負担
バランスが最も取れた制度となっている。 

 

第9章: 制度設計上の重要課題：所得把握と公平性 
 

これまでの分析は、日本の制度設計におけるいくつかの不可避的な課題を浮き彫りにした。特に、

所得の正確な把握と、世代間・世帯間の公平性をいかに確保するかは、制度の成否を分ける核心

的な論点である。 

 

 

 



9.1 「資産テスト」という戦略的必須要件 
 

前章の世代間移転の分析は、日本の制度設計における一つの重要な結論を導き出す。それは、所

得基準に加えて**「資産要件（アセットテスト）」**を導入することが、制度の公平性と社会的受容性
を確保するための戦略的必須要件であるという点である。 

日本の特異な状況、すなわち「低所得・高資産」の高齢者層がマジョリティを形成しつつある社会に

おいて、資産を考慮せずに所得のみで給付対象者を決定することは、制度の理念である「逆進性の

緩和」を歪める可能性がある。年金収入が低いために給付対象となった裕福な資産家の高齢者が、

現役世代の負担によって支えられるという構図は、社会的なコンセンサスを得ることが極めて困難で

あろう。したがって、一定額以上の金融資産や不動産を持つ世帯を給付対象から除外する「資産テ

スト」の導入は、制度の理念を貫徹し、持続可能性を担保するために避けて通れない論点となる。 

 

9.2 子育て世帯の所得判定における課題 
 

本シミュレーションは「課税所得」に近い概念を基準としているが、現在の日本の税制には、子育て

支援という観点から見過ごせない制度設計上の課題が存在する。それは、年少扶養控除（16歳未満
の扶養控除）が2010年度の税制改正で廃止されているため、15歳以下の子どもが何人いても、世
帯の課税所得はほとんど変わらないという点である。 

これでは、子どもの人数に応じて生活コストが大きく異なる実態が所得判定に反映されず、子育てに

伴う経済的負担の差が考慮されない。結果として、子育て世帯を支援するという政策目的が十分に

達成されない可能性がある。したがって、実際の制度設計においては、単に課税所得を用いるだけ

でなく、カナダの制度のように世帯の子どもの数を考慮して所得判定の基準額を調整するといった、

より精緻な仕組みを導入することが、制度の公平性と実効性を担保する上で不可欠となるだろう。 

 

第10章: 導入への道筋: 日本における予見される課題 
 

給付付き税額控除は、理念的には優れた制度であるが、その導入と円滑な運営には、いくつかの重

大な現実的課題を克服する必要がある。 

 

10.1 データ基盤の不可欠性: マイナンバー制度の役割 

 



 

この制度の成否は、個々人および世帯の所得を「正確」かつ「迅速」に把握できるかどうかにかかっ

ている。そのための唯一現実的なインフラが、マイナンバー制度である。税務当局が保有する所得

情報、地方自治体が持つ住民票情報、そして金融機関の口座情報をマイナンバーに紐づけること

で、初めて効率的で公平な給付が可能となる。このデータ基盤がなければ、申請主義に基づく膨大

な事務コストと不正受給のリスクを抱えることになり、制度の運営は困難を極めるだろう。 

 

10.2 制度の複雑性と不正防止 
 

米国のEITC制度は、その複雑なルールゆえに、申請誤りや意図的な不正受給が多発し、過払い額
が年間で巨額に上ることが知られている。米国歳入庁（IRS）の推計によれば、近年のEITCにおける
不適切支払率（improper payment rate）は30%を超える水準に達している 16。この不適切支払いの

多くは、意図的な詐欺よりも、複雑な適格要件（特に同居する子どもの定義など）に起因する納税者

の単純な誤りが原因であると指摘されている 18。日本の制度設計においても、この「複雑性の罠」を

いかに回避し、国民にとって分かりやすく、かつ不正を許さない簡潔なルールを構築できるかが最大

の課題の一つとなる。 

 

10.3 財政問題: 持続可能な財源の確保 
 

全国民を対象とする恒久的な制度である以上、その財源は年間数兆円規模に達する可能性があ

り、極めて大きな財政負担を伴う。本稿のシミュレーションが示すように、軽減税率の廃止だけでは

財源は全く足りず、消費税率の引き上げといった国民に痛みを伴う選択が不可避となる可能性があ

る。3党協議においても、この財源問題が最大の焦点の一つとなることは間違いない。 

 

10.4 既存の社会保障制度との整合性 
 

新たな制度を導入する際には、既存のセーフティネットとの関係を慎重に設計する必要がある。特

に、生活保護制度との整合性は重要である。給付付き税額控除による給付金が、生活保護の算定

において「収入」と認定される場合、生活保護受給者は実質的なメリットを享受できない可能性があ

る。制度間で利用者が不利益を被ることのないよう、綿密な調整が求められる。 

 

 



第11章: 海外の事例: 先行する国々からの教訓 
 

給付付き税額控除の導入を検討するにあたり、既に類似の制度を運用している国々の経験から学

ぶことは極めて重要である。成功だけでなく、失敗の教訓もまた、日本の制度設計における貴重な

指針となる。 

 

11.1 米国の勤労所得税額控除(EITC): 成功と構造的課題 
 

●​ 成功の側面: EITCは、貧困削減、特に働く貧困層（ワーキングプア）の支援に大きな成果を上げ
てきた。特に、子どものいるシングルマザーの就労率を劇的に向上させたと高く評価されてい

る。 
●​ 構造的課題: 最大の欠点は、その極端な複雑さにある。特に「適格な子ども（Qualifying Child
）」の定義が複雑怪奇であり、これが申請誤りや不正受給の温床となっている。IRSの報告によ
れば、EITCの不適切支払率は近年30%を超え、その額は年間200億ドル以上に達する 16。こ

れは制度の失敗というよりは、低コストの行政（EITCの運営コストは給付額の約1%）で、複雑な
世帯状況を正確に把握しようとすることに伴う構造的なトレードオフの結果である 19。この事実

は、日本において制度の簡素化がいかに重要であるかを示唆している。 

 

11.2 英国のユニバーサル・クレジット (UC): 導入失敗の教訓 
 

●​ 壮大な構想: UCは、6つの主要な給付金（就労税額控除、児童税額控除、住宅給付など）を一
つに統合し、システムを簡素化することを目的とした野心的な改革であった。 

●​ 悲惨な現実: しかし、その導入プロセスは、ITシステムの開発の遅れ、行政の混乱、そして受給
者への大規模な支払いの遅延など、数々の深刻な問題に見舞われた。英国会計検査院（NAO
）の2018年の報告書は、UCへの移行者のおよそ20%が初回支払いを期日通りに受け取れず、
平均で4週間の遅延が発生したと指摘している 20。この混乱は、多くの受給者を家賃滞納や食

料不安といった深刻な困窮に陥らせた。UCの失敗は、壮大な制度改革をトップダウンで拙速に
進めることの危険性と、円滑な移行期間の重要性を物語る、日本にとって最も重要な反面教師

の一つである。 

 

 

 



11.3 カナダのGST/HSTクレジット: 洗練されたモデルと「最後のマイル」問題 
 

●​ 成功の側面: カナダのモデルは、本稿でも参考にしたように、所得基準を用いた精緻なターゲ
ティングと、所得に応じた滑らかな給付額の逓減（フェーズアウト）により、制度の公平性と効率

性を高いレベルで両立させている。 
●​ 「最後のマイル」の課題: しかし、この制度にも課題は存在する。最大の課題は、クレジットの受
給が所得税申告と完全に連動しているため、ホームレス状態にある人々や、社会的に孤立し税

務申告を行っていない人々など、最も支援を必要とする層が制度から漏れ落ちてしまう「最後の

マイル」問題である 5。カナダ歳入庁（CRA）はこの問題を認識し、市民団体と協力したアウト
リーチ活動や、シェルターの住所での申請を許可するなどの行政努力を行っているが 9、完全
な解決には至っていない。この教訓は、日本がマイナンバー制度を基盤とする際にも、制度に

アクセスできない人々をいかに包摂するかという視点が不可欠であることを示している。 

 

第12章: 結論: 今後の展望 
 

本稿の分析を通じて、立憲民主党の給付付き税額控除案における世帯類型別の具体的な計算方

法に関する情報が、現時点で存在しない理由が明らかになった。それは情報の欠落ではなく、提出

された法案が意図的に詳細を欠く「枠組み法」であり、政策がまだ具体的な制度設計の前段階にあ

るためである。 

本稿の要点を整理すると以下の通りとなる。 

●​ 詳細は未定: 立憲民主党の提案は、具体的な金額や計算式を定めるものではなく、制度導入
の原則を定める段階にある。これは、本質的な理念への合意形成を優先する高度な立法戦略

である 3。 
●​ 協議の場へ: 政策の焦点は、自民・公明・立憲の3党協議体へと完全に移った。世帯類型別の
給付額など、制度の具体的な内容は、今後のこの協議を通じて決定される 4。 

●​ 財源とセットの制度設計: 立憲案では、軽減税率の廃止が財源の一部と明確に位置づけられて
おり、それによって生じる低所得者層の負担増を上回る給付を行うことで、より効果的な所得再

分配を目指している 3。 
●​ 消費税15%シナリオの示唆: 本稿のシミュレーションによれば、消費税率を15%に一本化するこ
とで、手厚い給付を行いながらも財政的な持続可能性を確保し、さらに数兆円規模の財政的余

剰を生み出すことも可能であることが示された。これは、本制度が単なる逆進性対策に留まら

ず、社会保障財源の確保というより大きな課題解決への道筋となりうることを示唆している。 
●​ 普遍主義か選別主義か: 給付対象を全世帯に拡大する「普遍的アプローチ」（シナリオC）は、
高所得者層も含めて多くの世帯が純受益者となるため、政治的合意形成の観点からは魅力的

である。しかし、それは財政的余剰を大幅に減少させる。この「政治的実現可能性」と「財政的

効率性」のトレードオフは、政策設計における中心的な論点となる。 

 



●​ 世代間公平性の課題: 日本の特異な人口・資産構造の下では、所得のみを基準とする制度
は、意図せぬ世代間での資産移転を招く。どのシナリオであれ、制度の社会的受容性を確保す

るためには、一定の資産を持つ層を対象外とする「資産要件」の導入が不可欠な要素となるだ

ろう。 

したがって、最終的な回答は、「制度の具体的な設計は、与野党の協議という新たなステージでこれ

から作られていく」ということになる。今後、この政策に関する最も正確で詳細な情報を得るために

は、3党協議体の議論の進捗、およびそこから公表される合意内容や報告書を注視することが不可
欠である。この協議の行方が、日本の税制と社会保障の未来を大きく左右することになるだろう。 
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